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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
五
十
三
号

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
五
十
七
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
法
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

被
処
分
者

㈠

名
称

株
式
会
社
も
と
い

㈡

代
表
者
氏
名

米
盛

み
ゆ
き

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

千
代
田
区
飯
田
橋
四
丁
目
五
番
十
一
号

二

処
分
年
月
日

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

三

処
分
の
内
容

㈠

業
務
停
止
命
令

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
（
三

箇
月
間
）
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
訪
問
販
売
に
係
る
次

の
行
為
を
停
止
す
る
。

ア

役
務
提
供
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘
す
る
こ
と
。

イ

役
務
提
供
契
約
の
申
込
み
を
受
け
る
こ
と
。

ウ

役
務
提
供
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
。

㈡

指
示

ア

業
務
停
止
命
令
を
受
け
る
原
因
と
な
っ
た
違
反
行
為
の
発

生
原
因
に
つ
い
て
、
調
査
分
析
の
上
検
証
し
、
そ
の
検
証
結

果
に
つ
い
て
、
業
務
停
止
命
令
の
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
東

京
都
知
事
宛
て
文
書
に
て
報
告
す
る
こ
と
。

イ

違
反
行
為
の
再
発
防
止
に
向
け
た
、
再
発
防
止
策
及
び
社

内
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
を
構
築
し
、
当
該
再
発
防
止

策
及
び
当
該
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
に
つ
い
て
、
本
件
業

務
停
止
命
令
に
係
る
業
務
を
再
開
す
る
一
箇
月
前
ま
で
に
、

東
京
都
知
事
宛
て
文
書
に
て
報
告
す
る
こ
と
。

四

適
用
条
項

法
第
七
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
五
十
四
号

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
五
十
七
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
政

処
分
に
つ
い
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示

す
る
。令

和
二
年
七
月
十
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

被
処
分
者

米
盛

み
ゆ
き

二

処
分
年
月
日

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

三

処
分
の
内
容

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
（
三
箇

月
間
）
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
訪
問
販
売
に
係
る
次
の
行

為
を
新
た
に
開
始
す
る
こ
と
（
当
該
業
務
を
営
む
法
人
の
当
該
業

務
を
担
当
す
る
役
員
と
な
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
禁
止
す
る
。

㈠

役
務
提
供
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘
す
る
こ
と
。

㈡

役
務
提
供
契
約
の
申
込
み
を
受
け
る
こ
と
。

㈢

役
務
提
供
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
。

四

適
用
条
項

法
第
八
条
の
二
第
一
項

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
五
十
五
号

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
五
十
七
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
八
条
第
五
項

及
び
第
三
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。



令和2年7月14日（火曜日）東 京 都 公 報（第17135号） ２

令
和
二
年
七
月
十
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

被
処
分
者

㈠

名
称

株
式
会
社
Ａ
ｘ
ｉ
ｓ

㈡

代
表
者
氏
名

広
瀬

周
平

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

渋
谷
区
宇
田
川
町
三
十
六
番
二
号
ノ
ア
渋
谷

九
〇
二
号

二

処
分
年
月
日

令
和
二
年
五
月
二
十
一
日

三

処
分
の
内
容

㈠

業
務
停
止
命
令

令
和
二
年
五
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
一
日
ま
で
の

間
（
三
箇
月
間
）
法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
連
鎖
販

売
業
に
係
る
連
鎖
販
売
取
引
の
う
ち
、
次
の
業
務
を
停
止
す
る
。

ア

連
鎖
販
売
取
引
に
つ
い
て
勧
誘
を
行
い
、
又
は
勧
誘
者
に

勧
誘
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

イ

連
鎖
販
売
取
引
に
つ
い
て
の
契
約
の
申
込
み
を
受
け
、
又

は
勧
誘
者
に
契
約
の
申
込
み
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
。

ウ

連
鎖
販
売
取
引
に
つ
い
て
の
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
。

㈡

指
示

ア

業
務
停
止
命
令
を
受
け
る
原
因
と
な
っ
た
違
反
行
為
の
発

生
原
因
に
つ
い
て
、
調
査
分
析
の
上
検
証
し
、
そ
の
検
証
結

果
に
つ
い
て
、
業
務
停
止
命
令
の
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
東

京
都
知
事
宛
て
文
書
に
て
報
告
す
る
こ
と
。

イ

違
反
行
為
の
再
発
防
止
に
向
け
た
、
再
発
防
止
策
及
び
社

内
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
を
構
築
し
、
当
該
再
発
防
止

策
及
び
当
該
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
に
つ
い
て
、
本
件
業

務
停
止
命
令
に
係
る
業
務
を
再
開
す
る
一
箇
月
前
ま
で
に
、

東
京
都
知
事
宛
て
文
書
に
て
報
告
す
る
こ
と
。

四

適
用
条
項

法
第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
十
九
条
第
一
項

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
五
十
六
号

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
五
十
七
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

被
処
分
者

広
瀬

周
平

二

処
分
年
月
日

令
和
二
年
五
月
二
十
一
日

三

処
分
の
内
容

令
和
二
年
五
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
一
日
ま
で
の
間

（
三
箇
月
間
）
法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
連
鎖
販
売
取

引
に
係
る
次
の
行
為
を
新
た
に
開
始
す
る
こ
と
（
当
該
業
務
を
営

む
法
人
の
当
該
業
務
を
担
当
す
る
役
員
と
な
る
こ
と
を
含
む
。
）

を
禁
止
す
る
。

㈠

連
鎖
販
売
取
引
に
つ
い
て
勧
誘
を
行
い
、
又
は
法
第
三
十
三

条
第
二
項
に
規
定
す
る
統
括
者
が
そ
の
統
括
す
る
一
連
の
連
鎖

販
売
業
に
係
る
連
鎖
販
売
取
引
に
つ
い
て
勧
誘
を
行
わ
せ
る
者

に
勧
誘
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

㈡

連
鎖
販
売
取
引
に
つ
い
て
の
契
約
の
申
込
み
を
受
け
、
又
は

勧
誘
者
に
契
約
の
申
込
み
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
。

㈢

連
鎖
販
売
取
引
に
つ
い
て
の
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
。

四

適
用
条
項

法
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
五
十
七
号

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
の
三

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
湾
沿
岸
（
東
京
都
区

間
）
に
つ
い
て
高
潮
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
当
該
高
潮
浸
水
想

定
区
域
が
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
継
続
時
間

を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
三
項
及
び
水
防
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二

年
建
設
省
令
第
四
十
四
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。な

お
、
当
該
高
潮
浸
水
想
定
区
域
、
当
該
水
深
及
び
当
該
浸
水
継

続
時
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
東
京
都
建
設
局
河
川
部
防
災
課
、
第

一
建
設
事
務
所
、
第
二
建
設
事
務
所
、
第
三
建
設
事
務
所
、
第
四
建

設
事
務
所
、
第
五
建
設
事
務
所
、
第
六
建
設
事
務
所
、
江
東
治
水
事

務
所
、
東
京
都
港
湾
局
港
湾
整
備
部
計
画
課
、
千
代
田
区
政
策
経
営

部
災
害
対
策
・
危
機
管
理
課
、
中
央
区
総
務
部
防
災
課
、
港
区
防
災

危
機
管
理
室
防
災
課
、
新
宿
区
危
機
管
理
担
当
部
危
機
管
理
課
、
文

京
区
総
務
部
防
災
課
、
台
東
区
総
務
部
危
機
・
災
害
対
策
課
、
墨
田

区
都
市
計
画
部
危
機
管
理
担
当
防
災
課
、
江
東
区
土
木
部
河
川
公
園

課
、
品
川
区
防
災
ま
ち
づ
く
り
部
防
災
課
、
目
黒
区
危
機
管
理
室
防

災
課
、
大
田
区
総
務
部
防
災
危
機
管
理
課
、
北
区
土
木
部
道
路
公
園

課
、
荒
川
区
区
民
生
活
部
防
災
課
、
板
橋
区
危
機
管
理
室
防
災
危
機

管
理
課
、
足
立
区
都
市
建
設
部
企
画
調
整
課
、
葛
飾
区
地
域
振
興
部

危
機
管
理
課
及
び
江
戸
川
区
危
機
管
理
室
防
災
危
機
管
理
課
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六

条
第
一
項
（
同
法
第
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と



（第17135号）東 京 都 公 報令和2年7月14日（火曜日）３
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
四
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和2年7月14日（火曜日）東 京 都 公 報（第17135号） ４
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
四
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第17135号）東 京 都 公 報令和2年7月14日（火曜日）５



令和2年7月14日（火曜日）東 京 都 公 報（第17135号） ６



（第17135号）東 京 都 公 報令和2年7月14日（火曜日）７



令和2年7月14日（火曜日）東 京 都 公 報（第17135号） ８



（第17135号）東 京 都 公 報令和2年7月14日（火曜日）９



令和2年7月14日（火曜日）東 京 都 公 報（第17135号） １０



（第17135号）東 京 都 公 報令和2年7月14日（火曜日）１１



令和2年7月14日（火曜日）東 京 都 公 報（第17135号） １２



（第17135号）東 京 都 公 報令和2年7月14日（火曜日）１３

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
四
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和2年7月14日（火曜日）東 京 都 公 報（第17135号） １４



（第17135号）東 京 都 公 報令和2年7月14日（火曜日）１５



令和2年7月14日（火曜日）東 京 都 公 報（第17135号） １６



（第17135号）東 京 都 公 報令和2年7月14日（火曜日）１７

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
四
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和2年7月14日（火曜日）東 京 都 公 報（第17135号） １８

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の

異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
四
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第17135号）東 京 都 公 報令和2年7月14日（火曜日）１９



令和2年7月14日（火曜日）東 京 都 公 報（第17135号） ２０

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消

し
及
び
同
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
四
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第17135号）東 京 都 公 報令和2年7月14日（火曜日）２１



令和2年7月14日（火曜日）東 京 都 公 報（第17135号） ２２

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
二
年
七
月
十
四
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

昭
島
市
拝
島
町
三
丁
目
二
千
八
百

八
十
五
番
一

西
東
京
市
北
原
町
三
丁
目
二
番

二
十
二
号

株
式
会
社
ア
ー
ネ
ス
ト
ワ
ン

代
表
取
締
役

松
林

重
行

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
二
年
七
月
十
四
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

調
布
市
深
大
寺
北
町
三
丁
目
十
番

二
、
同
番
二
地
先
及
び
十
一
番
四

西
東
京
市
北
原
町
三
丁
目
二
番

二
十
二
号

株
式
会
社
ア
ー
ネ
ス
ト
ワ
ン

代
表
取
締
役

松
林

重
行

小
平
市
喜
平
町
一
丁
目
千
六
番
一
、

同
番
四
、
同
番
六
か
ら
同
番
十
ま

小
平
市
喜
平
町
一
丁
目
七
番
三

十
二
号



（第17135号）東 京 都 公 報令和2年7月14日（火曜日）２３
で
及
び
千
七
番
二
か
ら
同
番
四
ま

で

小
山

初
江



令和2年7月14日（火曜日）東 京 都 公 報（第17135号） ２４

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

七
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


